
 令和７年第５回東京都北区教育委員会定例会 

会 議 月 日 令和７年５月１２日（月）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 福 田  晴 一 委 員 本 間 正 江 

委 員 宮 川 淳 子 委 員 川 染  誉 

委 員 長 谷 川 勝 久 委 員 名 島 啓 太 

事務局職員 教育振興部長 教育政策課長 

 学校支援課長 

生涯学習・学校地域連携課長 

教育指導課長 

 

   

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ２５号 
いじめ防止対策推進法に規定する重大事態に係る調

査結果の報告について 
承認 

２ ２６号 審査請求に対する裁決について 承認 

３ ２７号 審査請求に対する裁決について 承認 

４ ２８号 審査請求に対する裁決について 承認 
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福田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

福田教育長 

 それでは、これより令和７年第５回北区教育委員会定例会を開会いたします。 

 出席が定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

 初めに、日程第１、第２５号議案、「いじめ防止対策推進法に規定する重大事態に係

る調査結果の報告について」です。 

 本件は個人情報が含まれる案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１４条第７項ただし書の規定に基づき、非公開としたいと思いますが、まずはご異議

ございませんでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、会議を非公開といたします。 

  

 【非公開】 

 

 次に、日程第２から日程第４については、関連する内容ですので一括して議題に供し

たいと思います。 

 また、本件について、個人情報に関する案件であるとともに意思形成過程にある案件

のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に基

づき非公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、引き続き会議を非公開とします。 

  

 【非公開】 

 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和７年第５回教育委員会定例会を閉会といたします。 

 

 


